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清末における教員の養成は、 桂木(1句には本国において、 師範!字:堂を通じて、 各学引の教

員養成を行うことになっている。 しかし\ 急速に各地で小学校から大学まで増加1.... 地万に

よっては幼稚園までの近代学堂設立がなされ、 そのため経費の不足に加え\ 教員の極度の

不足とし1う問題が生じてきた。 ある地fjは\ 物質面では問題W，Iì)(ができても\ 教員不足の

ため、幾つかの課程は旧科挙の出身者をその任に充てることにした。 新しい課程\ たとえ

ば図画・体操・音楽から物理・科学・博物などは耳にするのも初めてであった。 教員を+111

充するため.... r地近・情通・貨省- 効速」の日本に速成生をj去るノ3法をとったり しかし、

たかだか3カ月や半年の速 成で一枚の紙切れに過ぎない 「 卒業証 書Jを持ち帰っただけ で

は\授業はできない。 加えて経済上からも大量の学生の円本派遣は難しい。 まして学生は

相反する作用を起こすかも知れないのである。 つまり、 送り出した学生が | 乱 党」にな っ

て戻って来るのを恐れたのだ。 清朝支配者は利害の軽重を計ったのち、 学生を留学させる

かわりに外国\ 主として日本から教員を招月号して教えさせるというノj法を採った。

本章は、 この大きな変動の経緯の史的考察を通じて、 日本人教習が中国の近代教育、 と

くに師範教育にどんな影響を持っているか、 また\ 歴史からどのような経験と教訓を汲み

取ることができるのか、 などの問題を探究しようとするものである。

第一節:留全学生主の汐T支え量

「 奏定学堂章程」が公布された後、 中国において\ 各師範学堂 の創設は一 層 発 展 していた。

すでに第二章第三節の「各省師範学堂学生統計表Jのように\ 全国23省(京師はこの統計

表に含まれていない)において\師範教育学堂(伝習所 ・ 講習科も合む)の数は415ヵ所

である。学生は28， 5 72人であった。 その中で小 学 校の教員になる初級師 範件(初級削i範ω

完全科と簡易科、 また伝習所、 講習科の合計である)は23， 221人である。 しかし宣統ノé�1二

(1909)全国初等教育統計表によれば\当時の小学堂は51， 678カ所であり、 学生は1， 532， 

746人である。 小学堂の数は初級師範生の人数と比べると\ 教員数が極めて不足している

状況がわかる( 3一表1 )。
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( 3ー表1 ) 宣統元年全国初等教育統計表
多賀主k五日1\ r近代【IJ国教育史資料 ・ 'iìi末編J P . 103 より
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そこで小学教員になった人々のうち、 師範メ作業省はわずか ー部分であり\ ほとんどが)1:

師範卒業者であった。 次の「小学教員山身義lからみると、 全出lにおいて高等小学校0)教

員の出身は、師範卒業者が6， 867入、 ほかの科L 1).(:業省は3， 127人、 半業していない人と

学堂に入ったことのない人は700人、 また\ 外I:-tl教員はS:j人であったり

初等小学堂蒙養院などにおいては師範卒業者はね，348人で、 非師範卒業者は30， �7ö人で

あった。

陳啓天 は 『 最近三十年中国教育史 』 のl中で次のように述べている。

「 宣 統元年の統 計 によれば\本則(師範出身 ) の小学教員は高等小学 校が約イ 分 の 七、

初等小学校は約二分のーである。 しかし'::rl昨fd卒業生のIl-Iにほとんど師範速成仏ーと=ある

完全科の卒業生は極めて少なかった。 さらにl高等小学校には外国教員が5��人いた() ，，_ 

こからみれば\ 当時の小学教員は極めて足りなかったJ (注j • 3 ぷ2 ) 

この、教員不足の現 象 は小学堂だけで はなく \ 大 学堂から師範学堂、 ま た しI.J学堂\ そし

て蒙養院まで及んでいた。 急速に発展していたIIJ国の近代教育は\ “教員がよ己りない)) 1問

題に直面していた。 この問題をどうやって解決するか。 これについて当時の知識人， I封切j

官僚達はいろいろな主張をしている。

清末の思想家である厳復(1853""' 1921) (注2)は『論評教育』の中で具体的な提起をして

いる。

「各省で遍く中学堂を設けようとしても、 教員が足りない。 近頃速成のノ与法( ，三|本留

学) で師範を求めようという議論もあるが、 私はこのような術策に与しない。 堅実な

方法は、先ず各省都に師範学堂(後に高等学堂とする) を設け、 学政が各県学から優

秀な学生のうち年齢の若い者を集めて、 小県からは2 名\ 大県からは4名\ 中国の学

問でこれを教育するのが良かろう。 こうすれば、 5年の後iこは教師の不足を心配しな

くて済むJ (注3 ) 

つまり、中国で、 中国の学問を教育する師範学堂の創設を主張している。 梁啓超も|故
lこ|日習を革め、智学を興さんと欲すれば\必ず師範学堂を立つるを以って第一義となす」

と論じた。

彼は過去の幾つかの学校、 たとえば同文飴aなどの失敗の所以を総括した後で、 さらに乙

つ言う。

「その病根は三つある。 ひとつは科挙制度を改めないこと、 Jつ自は師範学堂を白:て

ないため教師の人材がないこと、 三つ目は\ 専門の学業に分化されてないため自ずと
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精級な学問にな っ てい な い ことである (( ì: 4 )。

梁啓超は科挙の廃止と学堂の振興を提案したfごけでなく、 教師養成の師範学堂を設なす

る必要性も提起した。 安するに当時、 師範学堂を興すという議題が最も流行の話題となっ

たので ある。 例 えば、 李端 は 1 896年 (光結 22�f ) 上疏 して\ 学校を普及 する ことを 要求

し、京師から地方まで遍く学堂を設立して、 教育を行い\ 学科を分立して教え、 人材の」基

本を養成するという具体案を提出した。 彼は言う。 r学堂を興そうというのは11寺流に乗っ

た要求であったが、 朝廷では保守頑迷派はまだ大きな勢力を持っていた。 そこには\ 解決

すべき具体的な問題が多 く あ っ た が\ その IÎ 1でj最も主要なものは経貴\ 教師の人材\ 制度

であった」 と。

一方、 日本に学ぶことで解決しようという要求も出て来た。

維新派の康有為は光緒帝に上喜した所感の11-1 で \ 次のようには っ きりと接求している。

「願わくは‘皇帝陛下、 ロシアの大ピョートルの心をもって自身の心とし\ 日本明治の

政治をも って 自身 の政治となされんことを ) • • . .  FI/本はn、/ア、 ア〆リカに迫られ

西洋に追随 し\ 国を刷新 して東洋を雄視し て お ります 。 口 シ ア \ 日本の . 国は\ もと

もと 弱国であること我が国 と 同 じとはいえ \ その後強固と な っ たこと 我が国と 異な っ

て おり ます。 日本は我が固と近 く 、 政体、 風俗は我が固と似て お ります。 日本に倣う

なら\ 効果は速く条理もつまび らか、 この万 法が最も着手 しやすいものと存 じあげま

すJ (注5 ) 

そして 、 彼は 『 請開学校摺 』 の中で提案する。

「いま各国の学問のうちでドイツが最も精級であり、 国民意識も卜、イツより提唱され

ま した。 日本は同 文を用いる隣国であり、 そのや り万を採用できます。 遠 く は ト・ イ ツ

に学び 、 近 く は 日本に倣 っ て学制を制定せんことを 申 し 上げます J (注6 ) 

さらに 彼は、 日本 への 留学を提 案 している。

日本に留学させるのは\ 日本から教育制度と心訟をそっくり導入すること、 日本で教自di

を養成することが目的であり\ それによって学堂設立に際しての最も大きいニつの難聞を

解決しようと したの である。

康有為は実用 主義的な洋務派の考えに 対 し 、 仁| 本の教育体制を取り 入れる こ とと、 そし

て 日本で の教師の養 成に留 意 していたo 彼は膨 大 な 日 本の 書 籍 を 集 め 、 こ れ によって r E::J
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本変政考」を著し、 一万fH本書目志J (1897)を制111後ーしているo LI本書の'1'lj�1訳にはlぃ

女の同識があたったという。 (注7 ) 

中国が直面している教員不足と各人材養成などを、I-=J 4:に学ぶことで解 決する考えは\

康有為だけのものではなかったの 実用 主 義を推進してきた洋務派も"消戦争以後、 同じ よ

うに考えた。 その代表は張之桐で、 彼は1895年に発表した�. it=.)]学篇』の， 1ごiで、 留学の必���

性と学校の設立、 科挙の変革など、 教育面での意見を提出している。

「出洋の一年は西書を読むの五年に勝る。J比れrlîi営主IZが百聞一見に如かずの説なりの

外国学堂に入るの一年は中国の学堂の三年に勝るo J1じれ孟子のとれを�T獄に置くの説

なり。 遊学の益は幼童の通人に如かず. . • . ì1l1学の!主|に長つては'\. I当洋は東洋に以IJかずい

一、路近くして費を省き\ 多く遣すべし。 '\. 東文;は'lコ文に近く通眺し易し。 一\川

書甚だ繁にして凡そ西学の切要ならざるものは東人すでに|刷節してとれを酌改す。'-1・l

東の情勢風俗相近く倣行し易く\ 事半ばiこして功倍することこれに過ぐるものなし。

若し自ら精を求め備を求めんと欲すれば'\. IIJ:び��i戸(::に赴いて{ロjぞ小I-1Jあらん. • 

(注8 ) 

張之洞の『勧学篇』が日本留学に関する宣言書であることは、 突出さ必秀の見解の通りで

ある。 (注9 ) 彼の、 極力学生を日本に派遣せよとする主張は、，�コ国官糾|属の見解を代

表しているのみならず、 光緒24年6月初7日(1898. 7. 25)に下された「張と洞が書いた勧

学篇は... .持っている論理が正しくて通達だ。 学術や人心に\ 大いに枠益する。 揃ってい

る副本40聞は、軍機部を通じて各省督撫学政に各1 i市ずつを頒布する。 広く刊布して\ノ3
を込めて勧告指導させ、 もって名教を重んじ、 危険な言論を途絶させるJ (注10)という
上諭から推察しでも、 彼の主張が如何に重視され\ 且つ政府の留学万針を如何に左右した
かが窺われる。

しかし\ こうした地理的\経済的及び文化的諸条件のほかに、 当時清朝政府がその支配

体制の補強再編を進めるにあたり、 日本の立憲君主制を模範lこしていたとしkう政治的条件
もこれにかかわっていたようである。 次にあげる駐日公使・楊枢の一文はこのことをよく
不している。

「中国は日本と地同じ州に属し、 政体民情最も近く、 もし変法の大綱を議すればよろ

しく日本を倣ぶべきに似たり。 蓋し仏・米等の国は皆共和民主を以て政体となし\ 中
国は断じて倣ぶこと能わず。然、るに日本は立国の基、 実に中国先聖())通をj聾γし
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その立憲政体を考ふるに、 ()えを!kð虫等のlLjによると�\trも、rj寸j.:fd先l\'dのili ()IJほji1'，'fして

墜ちず、 ここを以て国本揺がず\不Ijありて弊なし。 蓋しH木の変ずるけ|のものは治仏

にして常経にあらず、 JLにq�ðjllと柑符合す。 すなわち11 'iIl興諭ルた11本の変はを参的

し得て宜しく最も倣ぶべしとなす. . . . J (注11)

こ の よ うな日本留学についての 見万は当日寺 の中国 知識人に共通したもの で あった。 注|三|

すべきは、彼らの求めたのは卜|本文化それ自体ではなく" I三|本の学んだ内洋文化を簡便か

っ速成的に習得ーすることにあった、 というよ，とである。 このほか清朝指導凶にとって|二|ノド

の立憲君主制、 制度における儒教的伝統の重視なども、 日本留学を奨励する変-凶となった

であろう。 ちな みに『勧学篇 』 は上 諭によって各 省に頒布され100万 部も先れたとしづ。

日 本を学 ぶ、 という「日本教育熱 」 にな ったもう一つの 主 要な原凶は\ 当 時の知識人が

日本の教育を視察し\ それを著書にすることによって臼木留学を勧め\ 各地ノゴで教育の泊

動を展開したことである。 彼らは、 ほとんど清則政府、 あるいは各省督強!{に派遣されたf、

最も早い例としては、1898年春、 湖北総督・張之洞の命を受けて挑錫光が約2ヵ月間H

本に滞在し\各種の官公立学校を視察したことなどがあげられよう。 挑錫光は帰国後\ 報

告書として『日本学校述略J (1895年干11. r折江書局)を提出した。

これは彼の調査研究のうち\ 教育面の研究成果を整理したもので、 1 . 普通学校 2_ 

陸軍学校 3 . 専門学校 4. 教育経費 の4輩で構成されている。 同蓄は従来の視察記

録とは異なり\ これら各学校の実施する教育を仔細に記録、 これに可能な|繰り の解説や論

評を試みている点に特色がある。 í日本の小-中学校及び師範学校には体操あるいは兵式

体操の授業があり、 いずれも必修科目となっている。.... .日本の男児には幼少のころから

兵士となることの自覚が強いられているように思われるJ (注12)といった解説がそれで\

明治日本の教育事 情を的確に解説した典型的事 例と言 っ てよい。 そのため公 -1よIJ後の同事に

対する評判は極めてよい。 各β面からの講読希望は絶えなかったり 乙うした��求にk\える

ため挑錫光は、 同書に補筆訂正を加え\ 翌189�年『東繍学校挙制�Jと改名して再刊した。

挑錫光の『日本学校述略』が刊行されて以後、 中国人は日本の教育を注白することに

なった。 また、 日本教育視察も活発化した。1898年から1908年に至る10年間\ 日本の学校

教育や教育行政に関する多くの視察記録が相次いで刊行された。 それをまとめると「中国

知識人の教育視察記録J (3一表3)の通りである。
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( 3一表3 ) 中国知識人の教育視察記録(1898年"-' 19U8年)

編

査

嚢

記

録

記

調
記一

略
概

記
程
論
記

筆

記

務

記

遊

学
校
一

述
挙

記

日
章
図
日

校
記

日

学

日

記
桑

政
学
一

名
一

校
校
程
記
念
月
録
綜
校
校
遊
行
学
学
編
遊
記
通
記
遊
記
遊
扶
記
近
観一

享
学
紀
日
紀
両
叢
東
学
学
東
紀
本
観且
栗
東
筆
並自
筆
東
日
東

遊
最
参一

一
本
編
遊
遊
遊
桑
遊
寅
本
本
卯
滅
日
州
遊
卯
遊
本
東
巳
遊
午
雲
本
本
編一

書
日
東
東
東
東
扶
東
壬
日
日
突
東
遊
誠
日
昼〈
日
日
遊
乙
東
丙山
獄
日
日
東一

作 者
挑錫光
挑錫光
朱 綬
沈矧?青
李宗業
羅振王.
呉汝総
厳 修
陶森甲
関j長麟
林綱章
胡景桂
項文瑞
万燕年
修釜孫

張 審
王景稽
楊 シ萱
王用 先
陳栄昌
田鴻文
旦 伊j

呉蔭i音
程 済
逢思承
呂琉�茶

出版年
1898年
1899年
1899年
1900年
1902年
1902年
1902年
1902年
1902年
19031:]::: 
1903年
1903年
1903年
1903年
1903年
1903年
1904年
1904年
1904年
1905年
1905年
1906年
1906年
1906年
1907年
1908年

備 考

1903年版は再版\ 初Jt反は190�吐|三に-Hli J. () 

これらの視察記録のなかでも、両江総督・ 劉品IJーの命令で日本の学校を視察した李宗業

の調査記録『東遊紀年j ( 1902年干Ij)、張之洞-劉坤一両総督の依頼をうけて日本の教育

視察に赴いた羅振玉の報告書『扶桑両月記� (1902年干Ij)" また前述した桃錫光の�Iゴ本

学校述略』、実業者・張審の『笑卯東遊日記� (1903年刊)などはその代表例である。

また、最も注目すべき視察記録は管学大臣 ・張百照の依頼をうけて、日本の教育を視察

した呉汝紛が書いた『東遊叢録』である。

呉汝愉(1840 '"'-' 1903年)は安徽省桐城の人。 半は執甫。 ながく曽日三!落や李鴻章に重肘さ

れ天津府知府や深州直隷州知州、|などを歴任、 蓮池書院院 長の 地 位にあ っ た。 のち京 日rli大'半

堂総教習に就任、いわゆる桐城派として清代古文の大家であった。 就任に先立ち\ 日本の

教育事情を調査研究するため、63歳の高齢で日本に赴いたのである。

呉汝給は1902年6月に来日し、約4ヵ月間滞在した。 その間彼は\ 文部省をはじめ各種

の学校、文化施設を調査した。 また彼は、東京で公爵・近衛篤麿、 子爵 - 長岡護美、外務

大臣・小村寿太郎、文部大臣 ・錆池大鐘の他、 東京高等師範学校長 })IJ納治Jï.郎、 市I:Ld教

育会会長・辻新次や帝国大学総長-山川健次郎らとの面談あるいは文通によって\ 熱心に
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中日教育の改革問題について怠見を交換するとともに、 反都\ 大阪、+111) i" 長崎などの地

方都市で地ノJ教育会の名士や省力者と懇談した(注 13)。 また、 文部省ではI ÎJ) J近く\

前後19回にわたって教育行政から小・ 中学校の概要、 施設及び日本教育の治」Jlh:などを合む

広範な特別諮義を受けた。

具汝紛の『東遊叢録』によれば、 H本人有力者との筆談や往復番簡-による意見交換は仮

に100回を上回り\ 教育改革の般本方針に関する意見交換もしばしばれわれた。 文部大トゼ

・菊池大麓との筆談では\ 人材養成のあり方が議論の対象となり、 速成教育と普通教育を

並行させて実施することの必要性が菊池によって強調された。 また井上哲次郎との筆談で

は、国民精神のあり方が議論の対象となり、 小学校から大学に至る全学校階梯に修身及び

(命理を設け、国民精神の改造を図ることの重要性が井上によって提言された。 さらに\ 東

京帝国大学教授・高橋作衛との往復書簡では修身教育の内容が、 日戸j隣自I�とのそれでは国

民教育の普及方法がそれぞれ議論の対象となっている。

呉汝紛の教育調査活動は日本教育界\ 政界有力者の高く評価するところとなり\ やがて

各新聞雑誌を通して広く報道されるのである。1902年(明治35年) 10月17 t:l付-け『東京日

日新聞』には彼の活躍振りが次のように報じられている。

「呉先生の来日後の活動には驚かされるばかりである。....齢60才の老人であるが\

その活動たるや若者のように元気である。 中国人留学生の在籍する学校を訪ねてはj享

くネしを述べ、 学校教育を観察しては、 日本の文明開花をもたらした真闘をできる|寝り

深く探ろうとする。 こうした彼の探究心の精神には驚嘆させられるものがあり、 その

気慨には感慨無量である。 呉先生の東京での活躍振りは、 模範的教育家としてのあり

方を身を以て示したものであり、 常に任務に忠実であろうとする中国人の気質を遺憾

なく発揮したものといえようJ (注目)

日本における精力的な調査活動が災いしたのであろうか、 呉汝総は帰京直前のl�Uj1:j::呑\

郷里安徽で逝去した。 交流事業の実施を計画していた両国にとって\ 呉汝紛の突然の死は
大きな痛手であったに違いない。 しかしながら、 彼の遺作となった『東遊叢録』は\ 清末

教育改革の方針を構想するための貴重なデータとなり、 日本における彼の精力的な調査活
動は「模範的教育家Jとしてのあり方を中日両国の教育界人士に示すことになった。

彼が書 いた『東 遊叢録 』 は 、 次の五 つ の万 面から傍成 さ れ て い る (J I . 文部省でω諦

義概要 2. 摘紗日記 3 . 学校図表 4. 学科課程表 5. 所感筆談類 などである。



国家:発JRと教育との|剣係や" iili JJ比この中で呉汝紛は、 日本の教育に学ぶべきこととして

多くのことを指摘している。教育の効用、 人材教育と民衆教育との関係など

この調査について彼は\ 次のように述べていあ。

r .. .弊邦の今日は恰も日本の維新当時なり。 今日まで此の大進士lfをなしたる)1向子に

付き種々調査せしも\ ーーも満足なる結呆を得ず。 余は|ゴイ支此のj込結梨を得二るに段々fこ

りと縦も、 何人に尋ぬるも如何にして今Hを来したるか\ 何故に此長足の進歩を;kL

の気象をたるか、 鎖国的人聞は僅か三十年間に如何に如此頭脳をおtひ得たるか" I玉

霧中に迷うの感ありー， . 如何にして斯 く 感化せしか、 之等は調査せば調査する程土1.

(注15)

と、いかにして中国が白木のように急速に教育を普及させ\ 国民を啓発することができる

かということを心配していた。

これらの日本教育視察に当たった中国知識人の社会の地位と職種\ 視察資格及び地域分

布を整理すれば3-表4の通りである。

地域分布
上海
山東省
江蘇省

江蘇省

直隷省
直隷省
直隷省
雲南省
直隷省
不詳
広東省
山西省
不詳
京 師

社会的地位
及び職種
教育家
試用道
江南高等
学堂総教習
翰林院修撰
. 実業家

翰林院編修
洋務道台
教育家
不詳
県令
不詳
広東知府
実業家
不詳
翰林院侍講

教育視察者の資格・社会的地位 - 地域分布

格一
費
費
費

資一
私
官
官

著者名
項文瑞
方燕年
修�孫

地域分布
湖北省
山西省
四川省
安徽省

官費

費
費
費
詳
費
詳
費
費
詳
費

官
官
私
不
官
不
私
官
不
官

寒

結
曲宣
先
昌
文
烈
培
清
承
十分

景、
P

用
栄
鴻

蔭

思
田川

王
楊
王

陳
田

呉
呉
程
逢

呂

張
湖北省

Tm巾内HhH

天津
不詳
不詳
福建省

直隷省

古小

社会的地位
及び職種
知州
学校教員
道台
按察使・
湖北候補道
湖北農務局
総理
京師大学堂
総教習
翰林院編修
不詳
不詳
福建師範
学堂副監督
直隷省
学校司司長

(3 -表4) 

格一
費
費
費
費

資一
宮
私
官
官

著者名
挑錫光
朱綬
沈矧清
李宗業

官費

官費

私費
不詳
不詳
私費

費{目

羅振玉

呉汝倫

厳修
陶森甲
関j要麟
林嫡章

胡景桂

この表によれば、 彼らの社会的地位と職種は多種多様であり\ 学校教育と教育行政前半

を掌握する学校司々長、 京師大学堂総教習、 各省総督巡撫のプレーン、 翰林院Xì肩i修や侍詰
などの科挙試験合格者の他、 地方教育行政官や各級学校教員にまで及んでいることが分か
る。視察資格をみると、 官費調査が過半数を占める一方、 私費による教育視察も決して少

間人にも及んなくない。 これは、 日本の教育に関心を持っているのは官方だけでなく\
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でいることを示している。 地域別にみると、I�林省及びボi':llï地|メーがぷも多l \ () これに次ぐ

のが両湖地方と江j折(江蘇 • i折汀.省)地力\この他広東省やpし!川省などの.ihl: 1�1�，�j J:ll2 -'\..) �ぶlUj勺

なと・の辺境地方にも分布していたことがl_l]WI�できょう。

前述のとおり、 中国の教育中心地域は張之洞\ 劉t1rl一、 ぶ!日凱らの直轄するI�IÜ t�JJ地んや

江j折、直隷省などであったが、彼ら知識人の出発な日本教育視察は\ 二れらの地域の教子j"

改革を一層前進させる起爆剤となった。

彼ら知識人は3-表4のとおり教育関係者であり、 旧教育の欠陥や矛盾を熟知していたの

それゆえに、彼らは旧教育の抜本的改革と近代教育導入の必要性を痛感\ 率先して淘外教

育調査の任に当たり、 その成果を携えて教育改革事業に身を投じたのである。

例えば、羅振玉(1866，..___， 1940年 ) は帰国して間もなく\ 総 督 - 張 之 洞と会 見" 5 I旦|にみ之

ぶ視察報告をおこない、 さらに幕客、 学務処官吏、 各学堂教習を対象に101ゴ聞に及ぶ教育

講習を実施した。 また1901年5月\彼は上海において『教育世界』という中国巌初の教育

専門雑誌を創刊した。 この雑誌は1908年まで7年聞にわたり毎月二回、 第166号まで発刊

さ れた 。 清末期を通じて発行部数が最大で、 最も 長 期間継続し、 当時の教育界に大きな影

響を与えた。 この雑誌刊行の目的は、 清末当時における近代教育の普及 - 発展に重要な情

報を提供することにあった。

同誌創刊号に掲げられた編集方針によれば\

(1)毎号とも、 内容は論説、 教育規則\ 翻訳の三部構成とする。

(2)論説は内外有識者の教育改革論を、 教育規則は主として明治期日本の教育規則\

条例類を収録する。

(3)翻訳すべき書籍は次の6種とする。

①各種学科規則

②各学校規則

③教育学

④学校管理法

⑤学校教育法

⑥小中学校教科書

(引教科書類は主に日本の教科書を採用し、 読本、 地理\ 歴史などの教科書は、 中国

の実情に合わせて内容を再構成する。

などになっており、 これは清末教育改革の万向づけに寄与したo

- 1 1 3-



また、 もう一人、 忘れてはならないのが、 ノ〈悼の厳{I�である。 彼はぶIlt!))lの命により

2固にわたって日本教育視察を行い、 その成果を『壬寅東遊U記』にまとめて公千Ijしたり

帰国して間もなく、 厳修は直隷省学校íÎ]督プ下に任じられ\ その後， !á Ilt凱の推挙を叉けて

学部侍郎となった。 学部在職中の彼の活躍はめぎましく、 y也、初、旅(1872� 1�27 北)��n)IJar�

学校長などを歴任)、 陳宝泉など臼木留学帰国者を起用して\ 広範な教育改革事業をJltill

した。北京特別行政区、 即ち京師地区を管轄する教育行政機関、 教科書及び教育関係者絡

の翻訳・刊行を任務とする京師図書局の設置、 京師図書館の開設と稀制本の収集、 地ん-教

育行政教育機関、 提学使司の創設などがそれである。1907年には「女子小学堂章程」の立

案、 「大学堂章程」の改定作業、 「視学章程Jの立案、 外国留学生官吏登片J試験制j支の創

設に尽力する一方\ 自ら「奏請宣示教育宗旨折」を起草、 「忠君、 尊子L， 尚氏、 尚公、|肖

実」を中国教育の基本方針とすべき旨の提言を行らfこo いずれにしても\ 厳修の活発な教

育活動は清朝政府の認めるところとなり、 彼の提言はやがて「教育宗旨Jに結実\ これが

中国全土に宣布されることになるのである(注16)。

日本教育視察を行った中国知識人のなかには、 帰国後\ 近代学校を創設、 自ら教育事業

に従事した人も少なくない。 2万元の資金を調達して江n完師範学堂を創設した李宗業， J-. 

海県学堂方法2 2条の草案及び関行鎮務敏学堂の設置に参画した項文端、 京師院学を設立

した翰林院侍講・ 呂侃oなどはその代表的人物である。 近代教育の導入間もない当時の中

国にあって、 彼らの教育活動、 そして彼らが書いた日本の教育視察の記録の影響は\ 当時

の日本を学ぶ=日本留学という「日本熱」を一層推進した。

一万、当時の日本の文武高官や民間有識者のなかには、 三国干渉後のアジア情勢に対す

る危機認識に立って、 日中両国の政治的文化的提携の必要性の強調 - つまり「支那保

全論」から、 日本が積極的に中国人留学生の教育にあたるべきだ、 と熱心に主張する人び

とが少なくなかった。 例えば、 光緒23年(1897)の日本参謀本部の宇都宮太郎と張之内司との

湖北での会見(注17)、 同25年4月初九日、 南京での福島安正と劉坤ーとの会談では、 両

氏はいず、れも留学生を派遣するようにと勧誘している。 また\ 貴族院議長・ 近衛篤麿086

3 '" 1904年)も中国の各地を訪問して張百照、 張之洞、 劉坤一\ 蓑也凱など清朝高官に対
し、日本への留学生派遣の急務であることを勧告した。

光緒24年(1898年) 3月、駐清公使・矢野文雄は総署宛に「本国政府は中国と倍して友
誌を宜敷くせんと欲す。 中国は人才を需むこと孔だ急なりと聞く。 若し学生を日本に選派
し出洋習学せしむれば、 わが国に於いてその経費を支出するであろ う」とい う書簡を送っ
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た。同公使はまた総署に出顧し、 r 11:1凶政jイイが もしづ|きつづきつ!:I:I�を|寸本に派ii2し各学校

で勉学させるならば、 人数はおり\白人を以て151�皮とする」日をu頭でi1Jし入れている (( ì� 

19)。

矢野文雄の建議は受け入れられ、|司年6凡往11使・暢深秀がまず『議�立学卜|本単位)_j，- �を

上奏し、 『総署に命じてすみやかに11;1\遊学の主主紅を議定し、 H4:より点ブ|、する経貨を〆)

け、 遊 学の資格は、 聴明で才能があり、 年令は 30を こ えず、 己に漢学に通 達 している 挙 民

生監を選抜すべきであり、 京師にいる者は本人に白出lこ))1)募させ、 訳者から証明を給し、

在外の者は学政にまかせて証明を給す」べき意向を述べた(注20)。 これに応じて単機処L

は総署に出洋遊学人員章程をすみやかに議定するよう命令した(注21)。

光緒25年(1899) '\ 総署はrAi室生徒波学白木事宜片」を上奏した。 その主な項目は

(1)同文館の東文学生を数人酌派し、 また南北洋大臣及び両広、制� Jふ筒j折各督榔

にも呑して、 現に設けている学堂のに|コから年幼穎悟にして粗ぼ東文iこ通ずる学生

を選んで総署に報告せしめ\なお総督より日本の公使に通知して|生統派遣するu

(2)派遣された学生の世話は駐日公使に任せる。 したがって別に監督を派遣する必

要はない。

(3)総署より費用の数字を定め\各省官署からそのための経費を駈|二|公使にi去り、

随時支発する。

というものであった (注22)。

この留学生章程は、 あまりにも粗末であった。 それに\ただ官費生にとどまり、 私費自

については何も触れていなかった。 しかし\ この章程により\ 日本への留学について\ 少

なくとも官費生に対する政府側の固定した政策が成立し、 近代中国留学史止において\ 重

要な一歩が踏み出されたのである。 これをきっかけに\その後各省の総督、 巡撫は相次い

で学生を日本に派遣、 各学校において修学させ\人材の育成に力を尽くしたのである。

上述したところからみれば、清末の留学は、 新政実施に必要な人材を養成すべき学校ω

設立が、経費の不足に加えて教員の極度の不足から容易に進展しなかったことから\海外

への留学\ ことに日本への学生派遣を通じて人材養成に資する他なかったのである。 その

ため清朝政府がまず採用したのが\留学帰国者に対する奨励策であった。1903年9月\張

之洞は優秀な帰国留学生に対し、 その修業程度により'\ 1友貢、 挙人、 進士なとに準ずる資

格を授与するよう上奏\ これをうけて翌年12月、 学務大臣は「考験出洋卒業生章程l八方

条を議定して、 留学奨励のための具体的基準を提示した。
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こうして中国のH本留学は、1902年の5UO人(巾国留学生が巌初L正式にうkllしたのは〉lt

緒22年・1896年の13名であった)は、翌年にはし000人に倍泊、実j飯忠秀の川究によると

科挙制度が)発止された1905年には留学生の数は払000人となり19()6� Iミにはlノj人をオー

パーするほどであった。

しかし、 こ の留学生数についての惟定はかな り あい ま いな も ので あるの U メド外務省の留

学生に関する調査によれば、1906年5月現在でI�J国人留学生は、総数7，28j人(文部省、凶:

館学校262人、公私立学校7， 021人)と な っている。

1906'" 1921年までの留学生数を挙げれば、 3 表5の通りである。 この表から見れば\

1906年から1921年までの学校数と学生数を比べると やはり1906年の留学が-- -番盛んであっ

た。表の中の「直轄」は、文部省に直属する学校のことである。 当時の文部省直結学校に

在籍している留学生数は、 公私立学校の在籍者数と比べると極めて少なかったが\ しかし\

地方公私立学校在籍者数はさらに少なかった。 3 ..- 表 6'"'-'8は1907年の留学 生状況の統計

である。

(3 -表5 ) 明治末~大正則の留学生数(1906----- 21年)

( 3一表5 � 8 ) はいずれも 、 二見剛史 r <付>中国人H本留学史関係統計J

( r国立教育研究所紀要』 第95集 1115和53年3月) に よ る 。

学医数(佼) 学 生 数 人
年 度

公弘立 計 直 鱈 公私立 計直轄

1906 年 (25認〉 '‘ 川何I�c"�)一 262 ( ー )

19附 (明治40) 一 一 363 ( ー ) 6.434 (139) 6.797 (ー)光緒33

1908年 (明治41) 一 一 一 間( 1 5) I 4， 6 7 8 (1 1 1 ) 5，216 (126) 光諸34

1909年 (明治4�) 一 一 744 ( 9 ) 4.522 (140) 5，2 6 6  (149) 
宣玩 l 

1910年 (明治4� ) 一 一 - 11 799 ( 7 ) 3. 1 8 0 (11 8) I 3， 9 7 9 (1 25 J 
宣玩 2 

1911年 ( 明治4� ) 一 1.025 ( 10) 川3 ( 7 1 ) 1 3. 3 2 8 ( 8 1 J 
宜杭 3 

1912年(詰D 一 一 - 11 77 1 ( 9) 666 ( 43) 1.437 ( 52) 

1913年(詰�) 一 一 一 一 一 一

�4年(詰�) 37 135 17 2 6 66 ( 6 ) 3. 130 ( 89 ) 3.79 6 (95) 

�年(誌:) 32 117 149 778 ( 17) 2，333 ( 60) 3.1]1 ( 77) 

と16年 (宣言 �) 35 118 814 ( 18) 1.976 ( 73) 2.790 ( 91 ) 

tと年(誌�) 36 11 6 816 ( 12) 2.075 ( 60) 2.891 ( 72) 

1918年(大正 � )ドー 民国 7 36 109 912 ( 12) 2.812 ( 70) 3.724 (82) 

目�(詰�) 35 121 156 959 ( 19) 2.496 ( 63) 3.455 ( e2) 

恒三(語�) 36 112 148 1. 015 ( ー ) 2.236 ( 44) 3.251 ( ー )
1921年 (大正10 )

民国) 0 44 87 131 1. 171 ( ー ) 948 ( 36) 2.119 ( -
I 

(注) 1毎年5月末現在 2・( )は、 女子〔内数〕を示す。
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f県別 ，_、
手 3 県立農学校( 3 ) 
tß 1 2 法政大学( 8 ) 染織
阪 師範学校( I ) 
的 17 活水女学校(17) 
岡 10 福岡工業学校( 10) 

地方公私立学校在給者数(19U7年)

学 生 数(人)
(学生数)

学校( 2 ) 府立一中( 2 ) 

( 3一表6 ) 

福一
計一 13 

(3 -表7 ) 文部省直結学校在籍者数(1907年)

学 生 数(人)
計 | 学 校 名(学生数)
45 I 東 京(35) :法科(18) 医科(1) 工科(1) 文科(3)

理科(2) 農科(10)
京者IH10) :法科(8) 医科(1) 文科(1)

19 I札幌農科(19)
46 I東京(44) 広島(2)
58 I一高(31) 二高( 5) 三高(13) 五高(13) 七高(6)

学校類別j
帝 大

官公立大学
高等師範
高 校
官公立専門学校

高農
高工
高商
外語・美術・省楽
医学・歯学・薬学

計

98 
41 
28 
19 

363 

京都工芸(2) 大阪(23)

(4) 東京音楽(9)

(3 -表8 ) 在東京公私立学校在籍者数0907年)

学 校 名 学 校 名 |学生政| 学 校 宅4コァ

佳 政 大 学 1.125 東 尽 薬 学 伝 8 目国 天 求 �コh 社 2 

早 稲 田 大 学 820 東京高等毘学 校 7 東 ，'7'， 学 院 2 

明 治 大 学 454 慈恵医院医学専門学校 2 明治高等予備校 2 

日 本 大 学 109 宏 文 学 院 9 11 j虫泊;学協会中学校

中 央 大 学 10 4 経 V;. 学 立 542 向 胤 中 学 ロ

E 応 軍支 � 11 東 鼠 学 堂 321 実 践 女 学 校 4 7  

東 洋 大 5 伝 武 学 佼 286 高等主文美術女学佼 19 

東京筈監 学佼 213 東 京 同 文w院 145 女 子 美術学校 14 

東亜鉄 道学佼 165 成 城 学 校 110 束 ，'1'， 音 楽 12 

岩倉鉄 道学校 153 研 数 学 館 89 女 子 音 楽 学 佼 4 

日本体育全体慢学校 80' 正 則 英 語 学校 24 東 洋 女芸 学校 4 

東京 鉄 道学 堂 64 正 Rリ ナ 備 佼 25 共立女子股業学佼 4 
トー-

東京物 理学校 45 国 民 英 学 会 22 女 子 学 院 3 
』ーー『

同仁 医 震学校 35 大 成 学 堂 17 

工 手 学 佼 18 1虫泡語専修学校 | 5 計 6，03 0 
---
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1907年に地方公私立学校に在籍した中国人留学生は43名で、 文部省|立出;5r�f:校在給者数は

363名であるが、 花東京公私立学校在給者数は6，�030名で あ っ た り このお ( jサ 1 らみると\

留学生はほとんど東京に集斗iしている こ とが分かる。

また「在東京公私立学校在籍者数J (1907年)( 3 表 8 )によると、 学作数の多い学校

は法政大学(1. 125名 ) 、 宏文学院(9 11人 ) と Lp.�前回 大学(820�J )であ る。 このl-j-lの宏文学

院は当時の留学生教育機関を代表すると言われている。 これはH本の省名な教育家 - 加納

治五郎(1860 r-..J 1938年)が開設した弘文学院である。 乾隆帝の誌が「弘暦」で\ 留学生にl

「弘文」を忌避する者があったため， 190 6年「宏文学院」に改められたもので あ る。

加納治五郎は東京大学文学部を卒業、 学習院に奉職 の かたわら従来の柔術に科学的改良

を加 えて講道館柔道を完成したことで知られていた。 その後彼は\ 学 習院教頭を経て第五

高等学校、 高等師範学校 の 校長を歴任、 教育家としても有名であった。 当時 の 文部大臣を

兼任していた西園寺公望に清国留学生 の指導を委託された の である。

宏文学院は規模の面でも当時最大である。 東京-西五中flllJの本院のほか， 5ヵ所 の 分校

も持っており\ 同校は「留学生の大本営」 と言われたという。 同校の卒業生 の 中には\ 中

国近代文学者・ 魯迅 ( 周樹 人 、188 1 r-..J 1936年) ， 教育総長・北京師範大学 の 校長などを歴

任した沼源凍(1872� 1942) 、 中 国共産党創立者の 一人である陳独秀(1 879r-..J1942)、 平

変革命の近代民主革命者・ 黄興(1874� 19 1 6)な ど、 著名な人物が少なくなし \ 0 こ こ に学

んだ魯迅が、医学を志して仙台医学専門学校に進み、 後に文学に転じて名作『阿Q 正伝』

や『狂人日記� r祝福』などを著したことはよく知られている。

一方、留学生 の 中には大量の「速成生」が含まれている。 160%までが速成を学び\ 普

通学の課程を修める者が30%、 中途退学 の 者が5"'-'6%で\ 高等学校や専門学絞に学ぶ名ー

は3"'4%， 大学に入る者は1%に過ぎないJ (注24)

この「速成生」は師範教育を学んだ者が多かった。 たとえば前述した宏文学院が， 1902 

"'06年までの卒業総数1， 959人のうち、 普通科卒業はわずか129入、 6.6%を占めるに過

ぎないのに対し、 速成科卒業はL 830入、93.4%と圧倒的多数を占めていた。 しかもこれ

ら速成科卒業者の8割近い1， 417人 が師範科関係 の修 了 者 で、 あ っ た (注25 ) 0 

義和団事件後 の 新政に対応するため多数 の人材\ とくに教員を必要とする清朝政府は、

それを正規 の 方式によってではなく、 せいぜし\ 1年か2年の速成教育によって養成するよ

う期待した。1903年(光緒29)年、 張百照などが学務綱要を奏定したとき\ 張百照は師範

科の速成留学について意見を述べている。
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「各省は速やかに師範学:堂を開設すべ、きである。 宕し、 まだ師範学堂を開設していな

い場合には、 早速師範教員を延月号してこjf:堂を開弁するの 若し自rlí範教員として請うべき

適当な人材がいない場合には、 速やかに人を外国に派逃して\自111範の教桜 “管山の手う

法 を 学ばしむ。 それらは分別し、 速月比例範科を学ぶ者若二|二人\完全師範不|を学ぶ者)'f

干人とすべきである. . . . J (注26)

綱要が公布された後、 日本に留学する師範生は急速に増えたが\ その[-1コでも速成師範

コースに学ぶ者が多かった 。 たとえば \ 間 i:th総督 李興鋭に派遣された15人のうち、 12人

が速成師範科に留学、 四川総督・錫良に派遣され た100人のほぼ全員が速成師範科に留学

している。 これらは官費留学生であったが\私賞'で速成。111範不|に儲学する者は更に多かっ

た(注27)。 そこ からみれば\当時、 速成自Ilî範は速成教育の主流になっていたことが分か

る。

この速成教育\ とくに師範速成が盛んになったのは、 留学生を受け入れる日本側が\ 大

多数の者が速成教育を最も有効な方策として積極的に勧誘したこととも関連がある。 たと

えば1902年、 呉汝紛の日本教育視察の際など\東京帝国大学総長・山川健次郎や帝国教育

会会長・辻新次、 文部大臣 ・ 菊池大麓は\ ー僚に速成教育の採刷を勧めているo 彼らによ

制ふ中国現在の 新教育の課程は日本より30年遅れており新教育の普及をはかるには\ 明

治初期日本が採用して成功した 速成教育の万法\ ことに教員の短期養成から着手すべきだ\

というのである。

呉汝紛の『東遊叢録j 4・ 「函札筆談」は山川健次郎の次の一自白を述べている。

「大学校には先づ宜しく速成科を設け\ 他国の教師を請ひて開講し、5J1Jに訳人を設け

て之を訳せしむべ、し。 あるひと日く\訳人 は各種の学問に通ずること能わず\ と。

この語誠に然り。 しかれども文学を除くの外は、 各種の学科、 およそ理を談ずるに外

ならず。 理を講ずるのこと は、 明らかなるべからざるもの、 あることなし。 且つ此れ

本と一時の急にして永久の計にはあらざるなり.... .速成科の外に宜しく特に正科を設

くるべし. . . . J 

また\留学を以て従来の科挙にかわる昇官の途径とみなす多くの学牛:にとっても、 短期

間lこ学業を終了して利禄を獲得すること は歓迎するところであったo

この留学帰国者に対する奨励や登用試験については、 光緒26 (1901)年9月、 清政府が

各省督撫及び学政に対し、 帰国学生の選考及びその結果に基づいての奨励を行うよう命じ
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ている。 光緒30 (904)年奏定学堂章程 の発イfîと前後して仮と 州らにより 1 1技励学生山?'(:

章程Jが作成され、 修学卒業した程度によって、 それぞれ抜員、 挙人、 進1.- " 翰林の，，111:.'<1'

を授与することが規定された。

1905年、 第1回目の留学卒業生に対する試験 ー 延試が似-如殿で与�lj告された。 そ の結果 \

金邦平、唐宝鍔、 曹汝索、 陸宗輿ら14人にそれぞれ進1 ・ 挙人の山身を俊与した。 試験の

様子を曹汝雰は、 『一生之回憶』の中で次のように述べ、ている。

「一回目の受験生は、 只14人しかいなかっ た 。 西 洋 への留学者は l 人も い なか った 。

二回目の受験生は多くなったが、 西洋への留学者も噌えた。 試験は2 [þj 1l: われる。 ぷ:

初 は学務処で受け、 これ に 合格すれ ばイ呆不 1 ) 殿の殿試を受 ける こ と がで き る の で あ る

.夜明けごろ\ 受験生は左 門角というとこ ろに集まるが、皆、 試験用具とともに \ さ

らに媛凡(足折れの文机)を肩に担っている。 点呼後\ 保不[)殿に入り、 綾Jしの定をI��

き坐って待つO暫くして監試大臣二人が入場\ また欽派遣閲巻大臣二人が欽令試験)+.I

紙を 両手で捧げ持 っ て入り、 そ れ を各受験牛に配 布する。 配布後\ 閲 巻 人 匝は退場 し

監試大臣だ けが残る。 試験 テ ー マ は理科と天科に別れ ... .殿試の結果\ 皇帝の出肢を

受けた後、 官職が与えられる。 第一等者に翰林検討あるいは主事\ 内閣中書を与える。

二等者に七品小京官・県知事らの職称を与える。 J (注28)

この第l回目の試験の時が科挙を廃止する直前であり\ 学部もまだ設立されていなかっ

た。 試験は科挙制度 と 全く変 わ りがなかったので あ る。 しかし、 そ の時 に 日 本に留学し た

14人の学生が全員合格したことは\ やはり彼らの質が高かったことが分かる。 しかし\ 列、

国留学の学生数が急速に増えるとともに\ 魚龍混珠、段々留学生の質が低ドしてくるので

ある。

「外国留学登用 試験合格者別統計J (3-表9 )によれば\一つは\ 外国に留学すれば

官更に登用できること\ もう一つは、 当時の、 とくに留日学生人数が頂点、となった光緒32

(1906) 年に は 、 留学生の質が劣 っ ている こ とが分かる。

光緒32 (1906) 年 4 月 、 学部は毎年8月 、 留学卒業生の試験を行う事を茶; えと し 、 こ0) /rl. 

初 め て そ れが行 われたo 試験を受けた 100名のう、 ち \ 大多数は 日本留学を経て帰国し ー どい

るが 、 彼らの中 には進士に及第した者は一人もいなかったo 進士はアメリカ ( 7名) " イ

ギリス(1名)など\欧米留学出身者が独占していた。
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( 3一表9 )外国留学帰国者登用試験合格者国別統計

，戸 一

国留 学 先 日 本 アメリカ イギリス ロシア フランス ドイツ ベルキー 年度合計

レーー itE 挙 進挙 小 進 挙小 進挙小 進挙小 進挙小 進挙小 進 挙 総
合 格 等 級

士 人 計 士人 計 士 人 計 士人計 士人計 士人計 七人計 士 人 計

腕琵年考試 II卯6明 。 13 13 7 7 141 1 1 2 一 一 一 一 一 一 o 1 1 一 一 一 8 22 30 

光Ui33年考ぷ 0906�つ 2 23 25 4 8 12 一 一 一 o 1 1 6 31 37 

光f�34年考試 uω8明 11 87 98 2 1 3 一 一 一 1 1 2 o 1 1 一 一 一 14 91 105 

宣統元年考試 (1叩9明 9 233 242 3 5 8 o 4 4 一 一 一 1 0 1 一 一 一 2 0 2 13 242 255 

宣統2年考試 11910�寺 43 369 412 7 15 32 6 2 8 一 一 一 1 2 3 1 1 2 60 3叩 4SO

ヨ 計U叩6-1910fF-) 69 729 7叩 23 36 59 7 7 14 o 1 1 3 3 6 1 3 4 2 1 3 101 776 877 

(注)進士は評点平均80点以上、 挙人は60点以上のものに侵けられた。

(資料出所)拓殖局「北清ニ於ケノレ諸外国ノ教育上ノ効果ニ関スル調査J (拓殖局報 第18)明治44年、 6 -7 

ベーゾ

この結果について『太陽� 12号(12/6)のく思糊〉欄に く清国学生の登用試験に就いて〉

と題する文章が載っている。

「此程清国政府に於いて執行したる文官登用試験の結梨、 米国留学生の成績良好にし

て、我国に留学したるものの成績は大に劣れるが如き観を量すと不ふ。 此に就て清|玉|

試験委員 の中に 、 故らに偏頗 の処置 にιll で た るに依るとなす も の なきにあ ら ず。 時事

は今回試験の結果、 日本留学を非難するもの出でんことを基ひ\ 之が説明を為して\

是れ畢寛我国に於ける教育の不完全よりは\ 寧ろ清国留学生の多数が\ 変則速成の教

育を受けて短日月の聞に卒業の肩書を得ーんとするが為めなりと論じ.... ..読売は、 試験

成績の不良なりし原因を、 彼らの速成希望と営利学校の弊及清国の試験方法の三にあ

りとし. . . . J 

と、速成教育の弊病を指摘している。

中国で、も速成者の弊害に気がついていたo 政治考察大臣として海外を視察して帰国した

端万も光緒33 (1907)年i月、 「条陳学務摺」を上奏 して、

「以後各省の選抜派遣する留学生は、 普通卒業にして国文に秀れ、 兼ねて外国語に通

じたる者を主となし、 資格の及ばざる者を悩りに派するなく\ 情実を以て此れを請求

するを杜めよ。 その自覚による者も列心 -律に考査し\ 合格すれば)5に学賞を給すべ〈、

その官費によらざる者は業を卒るるとと雌も録用して事に任ずる権なからしめよJ

ム速成教育をやめ、 留学資格に厳しい条件をつけることを提唱している。 (注28)

Lつした状況の中で、 清朝政府もようやく留学生派遣にあたっての資格制限や速成学生

の派遣中止など、 留学生派遣における量から質への政策に踏み切ることになる。 1906年3

月、学部が各省宛に送った電告「選派遊学限制弁法」は、 そのための最初の具体的措置で
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あった。 それによれば

「凡そ高等以上の専門学校に入らんと欲する福は\ 必ずr-II学以1-.本業の紅度あり'. 1 j 

つ彼国の語文に通習すればノJに及格となす.ー.. J.卓jぷ科を省lふ者は旦Qは法政nえはliïlî範に

して、 必ず中学と中文{具に優れ、 年25才J()， L" 学界、 政界に於いて'史料験ある者を

須って方に及格となすべしJ (注29)

とある。次いで学部は同年8月、 各省あてに速成学生派遣の即時中止を命じた。

この「速成教育」は、 もちろん当時の中国にとってそれなりの怠義を持っていたことは

確かである。 とくに速成教育の主 流をなして いたRïlï範科や法政科が\ 当�tlÏ各 地の新式 学'立

の教職員や各省諮議局の議員の養成・ 供給に大きな役割を巣たしたことはよく知られてい

る。しかし日本留学から帰国した速成生は\ ほとんど数カj司、 長くとも ー年を超えないう

ちに一枚の速成証書を持ち帰った以外には\ 知識があまりなかった。 そして、 この資絡に

よってうやむやのうちに支配属の中で一つの地位を得たのである。 とくに新設の学学は\

速成の留学生を安易に受け入れ、 授業を担当させた。 そω効巣が良好ーとあるはずはなか~

た。加えて清政府は、 経済上からも大量の学生の日本派遣は難しい状況にあった。 また\

日本への留学生によって革命思想が国内にもたらされるとともに\ 教員である彼らによっ

て国内青年に伝わった。 政府はこれをも恐れたのである。

清朝支配者は利害の軽重を図ったのち、 学生を留学させる代わりに外国、 主に日本から

教員を招鴨し、新しく建てた学堂で教えさせるという万法を採った。 こうして\ 青年達iこ

新知識を学ばせながらも、 支配階級の統制下に撞いたのである。 経済的な負担も\ 学生を

国外に派遣するより少なくて済み、 しかも国内の教員不足の問題もある程度解決できる方

途であった。

中国人の日本留学に関する研究には\非常に重視されたさまざまな研究著作がある(注

30)。

第二二貿信 : 日オミノ\孝文官ヨα〉ナ召耳号

1980年代に入り\ 中園、韓国での Hお雇い日本人教習・顧問" の研究が注目されている

(注31)。

実は、 これら日本人教習・ 顧問は、 中国だけでも清末の最盛期には数百人という驚くべ
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き数に達し、 中国教育史上 rlJ本人教色nl寺イむとl呼ばれる -時代をIIIJjしたはとである【 と

くに、当時中国各地に招かれて教育事業に参勺ーしたU本人は11コ国の近代目i1it陀教育に大きな

役 割 を 果 たした。 実藤恵秀の推定によれば\ 巌盛 期l の1905-----06年頃には�()(J-� 5Uりギlを数

えたという (注32)。 京師法政学堂で教鞭をとった吉野作造0878"-' 19:以|ミ)は\ 当�14J'tl!J

国に在勤した日本人教習は凡そ500名を数えたとして、 その|什訳をほぼ次のように分鋲し

ている。

師範教育に従事する者 約125名

陸軍 // 約100名

普通 λ/ 約125名

4. 実学 // 約 80名

法政 // 約 45名

警察 // 約 30名

医学 // 約 50名

日本語 // 約 10名

その学校は\ 下は幼稚園から上は大学に至るあらゆる学校を含み\ とくに師範学堂が大

きな比重を占めていた。

当時、外務省政務局が出先機関に調査を命じて作成した『清国官庁傭聴本邦人一覧表JI

により、1909年の場合を例にとって分析すると3-表10になる。

( 3一表10) 学校段階別

(学校段階) (人数) (学校段階) (人数)
幼稚園 7名 武備学堂 58名
小学堂 26名 警務学堂 13名
中学堂 15名 医学堂 18名
高等学堂+ 方言学堂 5名
専門学堂 47名 女学堂 5名

大学堂 4名 その他 24名
師範学堂 105名
実業学堂 78名 小 計 405名

『清国備嶋本邦人名表」 明治42年版より作成

これによると、 師範学堂の日本人教習は105人で、 他の各学堂より多い。 ここから見
れば\清末における教員不足の状況と師範学堂重視政策がよく分かる。

明 治、大正期に おける日本の代表的教育雑 誌 『教育時論 』 は1902 (明治35)年3月に論
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説「対清教育策Jを掲げ、 [我国人を学校教師に傭嶋せしむべ、し」として次のようにiÆべ

ていた。

「清国近来各種の学校、 各地に設立せられんとしつつありと縦、 左門り以凶，1史11とする

所は、 適当なる教自!日と教科書と、 全く欠乏せる事なり.... ....是に於てか勢己む得ず\ 外

国人を雇聴して学校教師と為んとし、 現に我邦に向って、 各種の教自IIîを附11寄せんと、

目下交渉中に属するもの助からず。 我邦たるもの、 此際十分斡旋して\月比るべく多く

の教師を傭月寄せしめ、 以て彼国教育事業の発達を翼賛し\ 併せて我文化を愉入し\ 我

勢力を扶植せんことを鼠めざるべからず. . . . J 

日本人教習の中国への招料の歴史的背景は\ すでに第一節に述べたように\ 当時のH本

政府の対華政策と密接な関係があった。

日本から中国へ教育\ 顧問が派遣されるのは\ 日清戦争以降の乙とである。 朝鮮にはす

でに1882年から派遣されていたが、 日清戦争を契機として日本の対外政策が朝鮮から中国

へと拡大するにつれ、 教習、 顧問の派遣先もそれに伴って拡大した(注34)。

しかし\ 対外拡張を図る日本にとって、 日清戦争以降の客観情勢はむしろ厳しさを増し

ていた。 とりわけ、1896年6月3日に日本の大陸進出を牽制するために締結された中露秘

密条約はその大きな障害となった。 国際的孤立化を深めつつあった日本は\ ロシアと協調

したり、 イギリスに接近したりして中国進出を画策していたが、 日本国内では中国と連携

して欧米の侵略勢力に対抗することを説く者もあった。 しかし、 いずれにせよ、 この時期

の日本の対中国論は「支那の興敗日本の存亡と息息として相関すJ (注35)という認識で

一致しており" r清国保全論」に帰結するものであった。

戊成新政の末期に中国に渡り、 滞在中に政変に遭遇した伊藤博文は、 帰国後の1899年2

月14日に海外教育会の協議会において次のような講演をしている。

「既に海外教育とし1う以上、 独り韓人を教育するの必要あるのみならず亦支那人をも

教育するの必要あり、 蓋し文明の学問を我国より輸入するのは彼らに取て宮に簡便な

るのみならず\ 又其成功速かなればなり、 文我よりいへば土地広く人口衆きも文明的

の学問に幼稚なるものに向て東洋の率先者たる我国が誘導する時は自ら助成するの利

あるを以てなり、 畢寛這般の事柄は双方の幸福を増す所以にして又徳義上我国の義務

に属するものなるを覚悟せざるべからず、 其朝鮮たると支那たるとを論ぜず徒に現状

に安んじ文明の学術を進めず事物の開発を努めざるに於ては如何なる状勢に立至るべ

- 1 2 4-



きか測り知るべ、からざるものあらんとす、 故に徳義仁よりも利益1-よりも、 我Ll�1はノJ

の及ぶ限り十分の助プJを彼らに与へざるべからざるは、 我国の利益を保全する所以な

るのみならず実利極東の大勢より論ずるも)Lも必要なるを信ず!

つまり、 「文明的学問」を輸出する文明化 [ 作が提唱されているのである。 伊藤|専 文に

あって、清朝中国に対する教育工作が特に念慮されたのは|円清戦争の結以として支ßI.5ま

でも意外の状勢を呈するに至」 ったという清朝l中国の「生存」に関わる中国分割の危機を\

明治日本の「生存」の問題として視圏に収めなければならない。 換 言すれば\ 清朝 中国の

「生存Jを明治日本の対外的独立の保障装置とみる「支1JI.5保全」論に導かれたものである

と言える (注36)。

当時、 日 本政府は こ の「清国保全 」 とい う 名目 で 中 国への移住 を奨励 したが\ 一 方では

国内 に 醸成された「清国熱 J があった (注37)。 中 国に おける 日本居留民は急増 し た 。

1890 (明治23)年の日本入居留民の総数が863人(そのうち734人は上海にいた)であっ

たのに対し'\ 1899 (大正5 )年には104 ， 273人になった。 そしてさらに'\ 1899年から1905

年に至る6年間には約10倍に増加している(注38)。 これらの日本人居留民 の大 多数は

商工業を営 ん だが、 文化事業に従事したものや、中 国を対象に学校を創立 し た ものもあ っ

当時の日本人が中国で最初に経営し た学校は\ 荒屋精が上海に設立し た日新貿易研究所

である。 これは光緒16 (1890)年に創立されたが、光緒20 (894)年に経費の手当てがな

(なると閉校した。しかし日清戦後には、上述した国策に副い、日本人の手によって次々

と学校が開設された。 その主なものは、杭州の日文学堂0895年)、泉州の彰化学堂08

印刷、天津の東文学堂0899年)'\ 慶門の東亜学院0900年)、南京の同文書院(1900

年) \南京の本願寺東文学堂(1901年)、 北京の東文学社(1901)、上海の留学高等予備

学堂(1905年)などである。
この中で北京東文学社の創設者は中島裁之(1869"'-'1936年)である。 彼は熊本の生まれ

で、西本願寺の大学林普通教校を卒業後、1891年に渡清、岸田吟香の経営する楽善堂の協

力なと、を得て各地を巡り、中国事情の調査にあたった。1897年、前述した保定の蓮池書|涜
山長の呉汝輸に師事、 その薫陶を う けるとともに、 呉の依頼でその門下生注に日本語\ 英

語を教授して信頼を得たのがきっかけで、1901年3月\ 呉汝紛の後援で北京に東文学社を

開設したのであるo 中島裁之は 日 本人教習の風を惹起 した重 要な人物であったo 1906年5

1東文学社は直隷官立中学堂に改組されたo
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また福州東文学堂は、1898年、 点州会会員'1'島真雄(1859------ EJ1jil::)がノ1�I+jげ人I � J.Iノサ|利

夫学士で学者としても名高い臥M手などと計って開設したものである。 190��il二、 |令潟!1r!l

範学堂jと改めた。

南京同文書院が設立されたのは1900年5月のことで、 その前年の10片" ili伴i篤)蛍がえ)jめく

旅行の帰途、 南京に両江総督・劉坤 ーを訪問して東亜同文会の教育事業のïil-lllJjに対する協

力を要請、その賛同を得て設立された。 のち上海に移転、 校名も[東亜I，}_]文者|坑」と改め

られた。その後、 「東亜同文書院大学|に昇格、 戦前日本が海外で経営した学校の代表的

な存在となった。

ー方、日本の民間レベルでも\ 日中連携論的な教育文化事業の推進が提唱された。1898

年、近衛篤麿は彼の組織した「同文会」の趣旨の中で" I東亜各国の提携協ノJにより西欧

侵略の力に抗するJ I日清同盟論lを提唱していた (注39)。

実は、この日本人教習の招月号は\ 日本人の軍事顧問の招聴から始まっていたのである。

1897年以来、参謀本部は神尾光字、 宇都宮太郎らを相次いで中国に派造、 仮之洞を親[1

派に転向させることに最も力を注いでいた。1898年、 張によって中国政府によるド|本将校

の招鴨が実現したが、 翌99年には山東巡撫であった蓑世凱が\ 青木宣純(と|本公使館付武

官)を軍事顧問に迎えた。 さらに蓑は\ 直隷総督として1901年\ 引き続き立花小一郎を軍

事顧問に迎えている。

1902年10月8目、 参謀総長・大山巌は「外国ノ招嶋ニ応ズ、ル陸軍将校」に対する訓示の

中で次のように述べている。

百難ヲ排シテ我看守シタル清国軍政ノ改革ハ今ヤ漸ク其緒ニ就カントン我封清政策

中最モ有望ノ事業トナレリ 是レ帝国現役将校以下ヲシテ特ニ其ノ軍務ヲ欠キ彼ノ招

鴨ニ臆セシムル所以ニシテ蓋し我国是ノ進行上深遠ノ趣旨アリ. . .. (ママ) . . . ，  J恋聴

者タル者ナレハ誠実誠意而モ慎重事ニ従ヒ以テ益々清国軍事ノ開発ヲ圃ルヘキノ\勿論

之レト同時ニ我帝国ノ実力ヲ扶植センコトヲ勉ムルヲ要ス。 (注40)

こうして参謀本部や政府の手を通じて、多くの軍事顧問、教習が、 親日派官僚の1H1J近と

して地方レべ、ルの軍制改革を担当すべく派遣されたのである。

日本人教習の招聴の正式な動きは光緒27 (901)年からであった。
前述した中島裁之は、1899年には四川東文学堂の教習として赴任した。 中島裁之は臼本

人教習としても先駆者とされる人物であるが、 彼は同時に、 中国で日本人教習を雇傭する
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必要性 がある こ とを解いた人物と してもうl ìÆ であ っ た。

光緒27 (1901)年、 中島裁之はその師 ・呉/1;;論との関係を通じです正鴻章に会い\ 学校13iõJ

設の事を議した。 そ の会話 の 要旨 が 中島の著 『東万学堂紀要 』 にある 。

「余先づ李伯(李鴻章)に語を進めてとlく、 擾乱後維新改革の業l直後、 間岐に於て

種 々 ある所な ら んも、 まだ教育 の業より 外 に基礎を設問にする 者はあ ら ざる 可 し " !出

案によれば\ 師範学堂を開設し、 教員を養成し、 之に よりて教育を国内普及する の 必

要ある可しと信ず、 而して弊国人は貴国人と通念を同ふし之より東到の文学を修養す

るありて、 今や欧米の文学等を岨附して ー種の知識を有す。 之を以て|可文同種たる 貴

国人に教ゆるとせんか、 甚だ便ありと為すや\ 而して衣食住も亦略ぼ制J接近し\ 為に

俸給等の欧米人より比較的少額を以て聴し得る、の使あり。 幸に弊国人を採用さる 〉

の意ありや否J (注41)

これに対して\ 李鴻章は即座に2， 000人を招贈すると答えた。

「吾若し二千の教員を鴨傭せんとするに笛て\ 日本に}j全て其の教員を何-らる丙きや-2:�

やJ (注42)

と中島に斡旋を求めている。

さらに中島裁之は地方総督まで師範学堂や小中学堂の設立運営問題などについて進言し

ている。 例えば彼は\ 直隷総督・表世凱にしばしば会見し た 。 次の一文は光緒28 (1903) 

年2月、 蓑と第3回目の会見をしたときの談話である。

「余日く『宮保(衰の官名)学校開設の準備知斯某れ切なり\ 今不肖に於てもーイ固の

愚見を吐露 し て参考 に呈供せん、 日 く、 保定に於ても大学堂開設の挙ありと 聞 く \ 愚

見に以為く、 先づ、小学の業を終へて然る後中学の業を修め、 次に高等学堂を経て始て

大学に入るの学生 た るを得べし、然るに今の中学の開設だも未だし、 之が挙に及ぶと

するも\ 又其教師 た る者に乏からん、 宜く先づ師範学堂を開設して\ 猶其中に正科、

速成科を置き、 速成科の修業者を以て小学生に教へ、 正科卒業生を待って中学の科程

を 教授せしむるの便を行ひ、 猶正科卒業者の幾分を留めて高等の学科を修めしむる

事必要 なるべし、 然かる後愈、よ大学の学生を見るに至らん 』

余文日く『小学校を開設し、 之に農学の特別補修科を置き、 農家 の ヂ弟に農作上 の

新智識を教授 するの要もあ らんか』 と 。 総督日く 『 可也。 今将に府城を�5区に分 ち

各区小学校 を開設せんとする所た り 』 と。 而して総督は更 に余に託する者ありて 臼 く

『日本人の来り援助する者 な きゃ』と。 余日く『宜く内田公使に照会あるべし、 必ず
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好人物を撰定して御意に臆ぜらるべしJと【》 総督凶くl詰ふ汝に依りて出が依M!を〈lJ

げられよ』と。 余日く『諾』。

総督凶く『吾之を急ぐ所也。工[く至急に米任あるべく\ 汝も1)�}凶め』とり 余1-1く

f然、れども数句の徐裕なかる-IIJらず\ 何となれば、 是より直ちに本邦に打電し、 然る

後3人選及出立準備等にて数日を要し、 猶現行航海に二週日1、土を安する』等のボを

述ぶ。 総督日く 『 北京に於て之を得られざる や』と。 余 日く 『 乱後 卜| 人の波来す伝 多

は商業にして、 文間々有識者来遊なきにしも非ざるも\ 匙{京者は甚だ少数と為すNí-也。

但倣社に於ては現 に教 育 に従事する者89名あり。 その中司法省法学院出身失Ij}# IJ(喜 な

る 者あり\ 該人或は少く聞に合ふ慮あらんかと信ずるも之 又公使 の意 見を窺はざる IIJ

らずJと。 総督日く『突Ij持氏をして来らしめよ』 余日く『然、らば宮保より内I::H公使

に其意を通ぜられん事を希望す』と。 総督日く『之文汝に因りて通ぜしめよ』とo X 

『牧野田某なる者ありて在京せりと聞く。 宜しく同氏の来任を勧め試みよ� J (注

43) 

ここから\ 蓑世凱が如何に教習の招鳴を急いでいたかということが推察される。 またそ

の時、中島裁之から、 司法省学院出身の東文学社教員貧Ijj寺が推薦され、 表|立凱から牧野Lil

菜(彦松)の斡旋の依頼があったことが分かる。

このように中島裁之は日本人教習、 また東文学社の卒業生をも学校司や学堂などの新し

い職場に推薦していた。 光緒28 (902)年l月10日、 中島が表世凱を訪ねた時(第2次会

見)、彼は保定警務学堂に伊藤俊三の採用の件を申請していた。 第3次会見の時、 推薦し

た剣持百喜は学務司顧問となり、 師範学堂教習を兼ねた。 また直隷学校司専門教育処総弁

となった丁惟魯は東方学社の速成科を優秀な成績で卒業、 「日本学校制度纂要」なる訳書

さえ著していたし、 学校司翻訳官となった江紹詮や直隷師範学堂教習に任命された王金綬

も東万学社の卒業生であった(注44)。

こ のように、 直隷省にお ける日本人の招鴨は、 中島裁之が中心的存在 と なって進 め られ

一方\ 中国において、前述した呉汝倫も、 日本人教習 招聴の動きの中で、 大きな役割jを

果たした。 彼は中島裁之の師であり、 かつて李鴻章の高級幕僚であると同時に学者であり、

洋務派の官僚達から尊敬されている人物であった。 光緒28 (902)年5月、 呉汝総は 日本

の教育を視察していた聞に、 日本人教習の招月号を依頼してまわり" Iゴ本教育界の人J : とも

何度もこの問題について語り合った。 例えば\l手川新次との筆談に於いて
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「問. 品目意倣国始めて学堂を立つるも、|肖ほ仁1_1小学の+J1Jrkなし\析ì} して大学とAす

を得ず、 貴国の国民教育の説あるも、 倣国尚ほj遅々に学をiIつる乙と能わず\また首

〈及ぼし難し、今日ただ- >1'余と卜余の人にして" r-Iコ因の学|刊じに)J比る11を取り\ と

を使って入学せしむ、 これ等の人智識粗ぼ具り、 貴匝|小学jザrJI-Jの教材に於て\ 必ずし

も賛告せざる者あり、大概中学校を以てよと為し、而して本|五!の熊き所を増企証すれば\

即ち其の要端を智育するなり、。 故に理化鎖農Lの各学を先と為す\ この諸学は必ず

専門の教習を須つあり\ 執事より察核して代牌せられたし。

答. 先生の意見は\ 小生の賛同する所な幻。 J (在45)

と、呉汝総は日本人教習招嶋依頼を提出した。 それに応じるように\ 日j寸勝良13は呉宛の書

簡の中で、次のように述べている。

「 僕、 本日 わ が国の菊池(大麓)文部大臣に会 って\ 清国の教育 の唱 に話 が進んだ。

(中略 ) 文相の意見は\ 今日情勢に処するに\ わが国 には任に|耐える人材が多くはな

い け れ ど 、 清国のために優れた人材を選んで 送ること が決定的にな っ たというもので

ある」

また同書には\ 日本帝国教育会会長・辻新次が呉に宛てた書簡もJj文 め られていて、選抜

と募集の準備について、 次のように述べている。

「 わ が国の師範卒業生を募集し、貴国の歴史 \ 地理を教 え、風俗人情、通行の言語を

教 え んとするものである。 これはわが国の人士を借りて、貴国のために教員を養成し

ようとするものである。 J (注46)

日本人教習は1900年以前にもないではない。 しかしながら、 それが一つの「勢しリと

なったのは、やはり呉汝紛の東遊であり\ 更に奏定学堂章程による学校「林立」が拍車を

かけたことである。 特に、 科挙廃止の上諭(光緒31年)は開明官僚を興学に駆り立て、 こ

れらが相まって日本人教習招轄の風潮も最も高まったのであった。

こ の 日 本人教習招聴に対して、 当時大きな権力を持っていた蓑世凱や張 之 洞などの開明

官僚や清政府は、 どのように考えていたかを\ 次に簡単に分析してみよう。

��之洞は洋務派の中体西用論の提唱者で、ある。 すでに述べたように、彼は「勧学篇」の

中で、日本の文化を学ぶことが地理的距離、費用、効率、理解度、風俗習慣何れをとって

も育利であることを説いた。 すなわち、 日本を通じて西学、西警を学ぼうと考えたのであ
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る。問機に李鴻章も、 外国文を訳した日本文から中国文に翻訳するのが千i不1] たという説を

述べ、 日日本は明治維新後、 鋭意外国語を学び\ その翻訳書が非常に多いうえ、 |寸本と11"'

国は同文の国家で漢学がその十分の六を占めているが\ その苦は少なく 、 ���I ��I j十1:格の告も

なく、文法は粗闘で事物の名称、は中国と同じである" とその埋佐lをiÆべている(凡17) 0 

つまり、 彼らの本当の狙いは西洋文化であり\ 日本は極めて実用_ì-�義的ú):bj!j\ら詐仙iさ

れていることがよく分かる。 この発想によって一方では日本人数出あるいは顧問を利)�Ijし

ながら、 また警戒もしている。 このことは、 「京師大学堂章程」から見ると -目|僚然であ

ろう。

「京師大学堂章程J (光緒28年7月. 1902年8月)の第六章第七節にI各教習にして以IJ

し 教課不勤及 び意に任せて課程上の規約を蒸乱する等の事有れば\ 中 外の教省j \ 年満 と 低

とを論ずるなく、 管学大臣は均しく之を辞退せしむるの権利有り。 外国教予討を延鴨する11寺

は応に此の僚将て注明合同の上にすべし」と規定され\ 京師大学堂の外国人教習は管学の

対象とされた。 í欽定高等学堂章程J í欽定中学堂章程」にも それぞれ第二車「各種規

則J第七節に上記の規定に則るべきことが明記され、 外国人教習の行動は全面的に清朝政

府の教育主権に管理されるとしづ位置が確定せしめられたのであるの さらに1904年I j:j 1:5 

日に制定された「奏定学堂章程」に併せて公布された「学務綱要Jにあっても、 「各省の

中学堂以上に、 外国教員を月号用する者有れば、 均しく応に合同の内に須らく本学堂総弁\

監督の節制を受くべきことを訂明すべし。 教うる所の講堂\ 本科の功課を除くの外は\ 其

の全学事務は概し て 総弁 、 監督の主持に 由 り 、 該 教員は越えE 干預を庸うる勿 れ 」 とし て

「外国教員は宜しく権限を定むべJ (注48)きことが一貫して明文化されていたのである。

従って、欽定、 奏定両学堂章程に規制される諸学堂に傭月号される「は本人教省jノ\清国政附

管理ノ下ニ教鞭ヲ執ルニ過ギズ多少ノ制肘ヲ加工ラルヲ免レズ且ツ其命脈ノ\ーニ清国当路

者ノ向背ニ係リ未ダ確固タル基礎ヲ作ルニ至ラズJ (注49)といわれている。

この清政府の日本人教習、顧問に対する姿勢について、1906年自ら天津の北洋法政専門

学堂教習 (最初、 蓑世凱の長 子 ・ 蓑克定の家庭 教師 で あった ) を経験した吉野作造は後 に

次の よ う に 回想し て い る。

「第一に顧問は中国では受けが悪い。 自国の事を外人に相談するという事はかれらの

自尊心をきずつけるからいやがる。 実際iこは顧問の役をつとめていても、 契約面では

教師と翻訳宮と書く。 つまり中国が使っているのだとしたいのである。

第二に顧問をやとっても雇主に力がない。 従って中国官僚が日本顧問をつかっても
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相談をしてみようがない。 かといってそのままにしておけぬので大低は教1�llîにま-- Jり

こんでしまう。

第三に大体において中国の宮僚が外人を厄うのは本気でr 111.l1のIJtJ発をはかろうとす

る のではなく 外人を使 っ ているという庶栄の}jが主である 。 使われてい る万 は J 11の

誠心を披漉して政務を批判する。 すると彼ら官僚は快く受けたらしい房長でこれに反刈

はしない。 しかし実行もしないのであるI (注50)

吉野の細かい観察眼と中国官僚観が示されていて興味深いが\ 叙一|二のrJl尉から清永の教

育改革あるし1は日本人教習、 顧問に対する姿勢の一端は明らかになったとjt、う。 つまり\

中体西用という実用主義の発想から出ているのである。

次に掲げるのは、 光緒28 (1902)年、 直毅省総督- 蓑1せ凱に拍月号された学校司の顧問

渡辺龍聖の契約書である。 これをみれば\ いかにも以上のことが分かろう。 契約書は15条

であるが\要点、を摘記すれば次のとおりである。

1. 該員ハ本大臣指 揮ノ下ニアリテ、 本大b:�定立スノレトコT1ノ 規定ヲ 均シク遵守ス ベ

シ。 (第一条)

2. 該員ハ須ラク品端学博、性情和平ニシテ弁ズ‘ル所ノ事ニ習熟スベシ。 (第二条)

3. 本拠ニ緊要ナル公事アリ。 該員ニ約シテ面商スルニ際シテハイ可u寺タルヲ論ゼズi宣

チニ馳赴スペシo (第六条)

4. 該員ノ \ 常ニ学校司ニ到リテ督弁及ビ参議卜教育 一 切ノ 事務 ヲ 商定シ \ 又各種学堂

ニ赴イテ学務及ビ教習ノ功課ヲ考察、ン学校日7督弁ニ転進スベ、ンり (第七条)

(注51)

などとあり、総督の下、 教育行政や学校運営全般の問題について学校司督弁以下の中国担

当者の諮問に応 じ、 また意見を具申 すべ きことが規定されている。 渡辺龍聖は光緒28 (19 

�2)年春、 日本文部省の内命を受けて華北の教育事情を視察中、 妻世凱と会談、 その際\

直隷省学務高等顧問就任を要請されたのであった@ のちには直隷師範学堂の総教習をも兼

任することになった(その権限は一般の教習よりはるかに強いものである)が、 総督の指

揮の下 に 置かれ、 教育行政に関する こ とを督弁\ 参議と商定し、 学務を考察 し\ 学校 司督

弁に 申 報 し て \ 蓑 世凱に転申 す る義務を負っていた。 また \ 学校司に緊急公事があれば \

いつでも顧問は呼びかけに応じなければならなかった。 この契約書から推察すれば、 震世

組は日本人顧問や教習のリーダーシッフ。を警戒し、 制約するのに腐心したように思われる

のである。 渡辺龍聖は、 中国の官僚の、 顧問・教習に対する姿勢について次のように評し
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ている。

「中国官僚は、 新施設の，*政策ならばマンサfう採出せんでもないが" W{J必事業の改良lこ

関する|献策に至っては更に土I�を傾けぬ。 創�Ú�とλう事はあるが\ 改良という事は更に

無いJ (注52)

や は り、 清政府の日本人教官、 顧問の招月号策は新学堂で不足した教 員 の育 成に限定され

ていたと考えられる。

一万、 日本人教習を招聴するもう一つの原氏lと考えられるのは\ 当時の|反外国人(凶

洋人)宣教師」との関係である。

光緒29 (1903)年、 張之洞が官学大臣に就任してから数週間後、 外国人教習に関する思

い切った措置が採られた。 マーチンら戊成年聞に京司大学堂で教えた西文教習の解雇に踏

み切ったのである。 米国長老会の医療宣教gïlïとして来華し\ 同文館で生理課を教え\ 京司

大学堂教習も兼ねていたコルトマン(Roberl [0 I tman Jr. 1862 "'-' 1931)が張百照のアト

パイザーとして暫時留まったのを唯一の例外に、 残りの外凶人につし1ては|絵凶の年末\ つ

まり1902年2月7日を期限として、 それ以後再び任用されないことになったのである。 解

雇の理由としては、 一応財政的な理由があげられたが\ この背景には幾つかの理由があっ

たと考えられる。 すなわち「反西洋人感情」と「反外国人宣教師感情」とを峻別するのが

難しい上に、 とくに保守派の聞にあったキリスト教宣教師の勢力を駆逐したいとする願望

が考慮された点、 母国語である特定の外国語でしか教えられない西洋人教習の専門家とし

ての能力に対する疑問がかねがね持たれていた点、 更に\ 張百照が大学堂の組織と人事を

徹底して一新することにより、 大学堂を復活・ 発展させようとした点\ ならびに自らの出

世をも容易にすることを狙ったふしがある点、 などである。

その西洋人教習を招聴することの欠点を\ 梁啓超は『変法通義』の中で次のように指摘

している。

「第一に、 西洋人の言葉は分からないため、 すべて通訳を介さなければ真意が半分以

上失われてしまう。

第二に、 西洋人の学ぶ内容も教え方も中国のそれとは異なり、 漢語であれば一言二

言で済むところも数十言を要する。 また凶洋人は自分ではすべ、てに通暁しているよう

に考えているが、 漢語をまるで解さない。

第三に\ 西洋人は中国の事情や学聞を知らないため、 専ら西洋の学問のみを教える

が\中国人でこれを習う者も本源を捨て去って西洋かぶれになる。
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